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あゆ禁漁期間(産卵のため) 10月1日～10月７日　 荒川漁業協同組合　☎(６２)１１６３



広報せきかわ　お知らせ版　2024・９月15日号　2

９月25日(水)口座振替日

関川村文化祭：11月２日～11月４日　９時～17時（４日は15時まで）村民会館アリーナ
作品を募集しています！詳細は９月１日号をご覧ください。 役場教育課 ☎(６４)１４９１

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金（調整給付金）のご案内

●対象者　

令和6年1月1日において関川村に住民登録があった方のう

ち、次の（1）または（2）のいずれかに該当する方が対象

です。

（１）所得税の定額減税可能額（3万円×減税対象人数※1）

が「令和6年度分推計所得税額」を上回る方

（２）個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象

人数※1)が「令和6年度分個人住民税所得割を上回る

方

ただし、次のいずれかに該当する場合は支給対象外です。

・令和6年分推計所得税と令和6年度分個人住民税所得割のど

ちらも0円の方

・合計所得金額が1,085万円を超える方

※1　減税対象人数には、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親

族(16歳未満扶養親族を含む)を含みます。国外に居住する控除

対象配偶者、扶養親族は除きます。

●支給金額　

支給金額は（ア）+（イ）の合算額を1万円単位で切り上

げた額

　(ア)所得税分定額減税可能額－令和6年分推計所得税額

　(イ)個人住民税所得割分減税可能額－令和6年度分個人

　　　住民税所得割額

●申請手続き　

対象となる方には、申請書を郵送しますので、必要書類

を添えて申請期限までに申請ください。

●申請期限　

  令和6年10月31日（木）

●問い合わせ・申請先

　役場健康福祉課福祉保険班　☎(６４)１４７２

　国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援」の一環として行われている令和6年度の定額減税に

おいて、減税しきれないと見込まれる方を対象に控除不足分を調整給付として支給します。

　また、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に不足額を給付予定です。


